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「道路管理事業」報告書要旨 
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・管理面積は道路整備の進捗 
 に伴い今後も微増 
・維持管理コストは労務単価 
 の上昇や舗装の高機能化に 
 より増加傾向 
・これまでの行革により業務 
 の委託化が進展  

今後の方向性（３章） 

道
路 

・今後15年で橋梁の約８割、 
 トンネルの約４割が更新や 
 大規模補修の時期を迎える 
・橋梁やトンネルの健全度は 
 低下傾向 

   視点【ワイズ・スペンディング】  
○執行体制の見直し 
 ・道路巡回点検の体制見直し   
   
○舗装の高機能化の重点化 
 ・対象地域を優先順位をつけ 
  て実施（継続） 
 
 
 
○予防保全型管理の拡大 
 ・引き続き、橋梁・トンネル 
  の予防保全型管理を進める 
  とともに、他施設への拡大 
   

・東京23区内の無電柱化率 
 は８％。海外の主要都市と 
 比べて大幅に立ち遅れ 

     視点【都民ファースト】 

 （他都市比較） 
   ①維持管理コストは他都市をやや上回る 
   ②舗装の高機能化や道路の安全対策を 
    積極的に行っており、コストが割高 
   ③業務の委託化は他都市より進展 
    ⇒引き続き合理化を図りつつ、適切な 
     維持管理を行うことが必要 

 （予防保全型管理の導入） 
   ①施設の損傷や劣化が進行する前に、 
    適切な対策を行い、コスト縮減、 
    ピークを平準化 
   ②橋梁では1.1兆円、トンネルでは 
    約1,500億円のコスト縮減 
    ⇒対症療法による管理では、多額の事 
     業費が必要 

 （取組の加速に向けて） 
   ○現在の執行状況で、都道全線を無    
    電柱化するためには、約100年、 
    約1.2兆円必要    

○監理団体の活用拡大 
 ・現道整備における発注規 
  模の拡大 
○技術イノベーション 
  ・コスト縮減や工期の短縮 
○面的整備 
 ・モデル地区での実施により 
  面的な整備を更に促進 

・2019年にはセンター・ 
 コア・エリアの整備 
 完了 
 
・その他の路線について 
 もコスト縮減と体制 
 強化により整備期間を 
 短縮 

法
手
続
き
と
運
用 

技
術
革
新 

・道路占用許可制度に基づき、 
 道路の本来的機能を阻害し 
 ない範囲で合理的な規制 

     視点【都民ファースト】 
 （規制緩和） 
   ①都市再生特別措置法や国家戦略特 
    別区域法に基づく、規制緩和の実施   
   ②占用料の徴収   

○占用許可の特例を活用した 
 規制緩和（継続） 

・賑わいの創出 
・良好な沿道環境の維持 

・ＩＣＴの活用 
 落石感知センサー 
 ＩＴＶカメラ 
 ＩＣタグ 

       視点【ワイズ・スペンディング】 
           【都民ファースト】 

 （他都市事例） 
   ①ドローン等の活用 
   ②Fix My Streetの活用 

○ＩＣＴの積極的な活用 
 ・ドローン等の活用による効 
   率化・省人化の検討 
 ・Fix My Street等の導入検討  

・道路管理業務の 
 効率化・省人化 
・住民協働の推進 
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・執行体制の見直しや 
 高機能化の重点化に 
 より、維持管理コスト 
 を縮減・抑制 
 
・橋梁・トンネルにおけ 
 る予防保全型管理を他 
 施設へも応用。擁壁・ 
 掘割道路等では管理 
 コストを60％縮減 
  

⇒維持管理コストを抑制 
 

 
 ○債務負担行為の設定とゼロ都 
  債の積極的な活用による路上   
  工事の平準化 

・路上工事の更なる抑制・ 
 平準化により、渋滞の 
 防止 

・路上で行われる工事は、道 
 路管理者が行う工事が約１ 
 ／３、占用企業者が行う占 
 用工事が２／３の割合 

 （路上工事の平準化） 
   工事抑制を行うことで工事時間の減少、 
   工事渋滞を防止 



 はじめに 

＜見える化改革にあたって＞ 

 

○ 道路管理の目的は、道路を常時良好な状態に維持することにより、安全、円滑な交通を確保する 

 ことにある。また、道路は単に人々の移動や生活物資の輸送のためだけでなく、快適で、やすらぎ 

 のある歩行空間や生活に必要な様々なライフラインの収容空間、災害時の緊急避難路としても期 

 待されている。 

 

○ 今般、道路管理事業について、「都民ファースト」、「ワイズ・スペンディング」の観点から、事業の意 

 義、費用対効果などの検証を行った。 
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第１章 現状 
  ① 道路・橋梁建設の歴史とストックの推移 
  ② 東京の道路の延長、面積、管理区分等 
  ③ 橋梁・トンネルの建設数の推移 
  ④ 橋梁の現状 
  ⑤ トンネルの現状 
  ⑥ 無電柱化の現状 
  ⑦ 道路管理の業務分野 
  ⑧ 道路上の管理対象 
  ⑨ 道路管理業務にかかる予算と人員の推移 
  ⑩ 道路管理業務の詳細分類 
  ⑪ 都民からの相談    
 
第２章 検証 
  ① 各業務分野の課題と取組の方向性 
  ② 保守管理 
    －維持管理費 
    －道路施設設置状況 
    －舗装の高機能化の状況 
    －事業実施体制 
    －投資の効率性 
  ③ 交通安全施設（無電柱化） 
  ④ 法手続きと運用 
    －道路占用許可 
    －路上工事の平準化 
  ⑤ 技術革新 
  
 

第３章 今後の方向性 
  ① 保守管理 
    －効率的な事業実施体制 
    －投資の重点化 
    －予防保全型管理の対象施設拡大 
  ② 交通安全施設（無電柱化の加速策） 
    －監理団体の活用拡大 
    －既存ストック活用の拡大 
    －電気・通信の供給の技術革新 
    －面的整備の促進 
  ③ 法手続きと運用 
    －規制緩和 
    －路上工事の平準化 
  ④ 技術革新 
     
   

 目次 
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第1章 現状 

１．道路・橋梁・トンネルの現状 

  ○東京都が管理する道路は幅員の広い幹線道路が中心、道路管理延長は2,237km（道路管理   
   面積41.4k㎡）であり、今後も道路整備の進捗に伴い増加が見込まれる。 
  ○東京都が管理する橋梁は、今後15年で約８割が供用後50年以上経過し、更新や大規模補修の 
  時期を迎える。 
  ○東京都が管理するトンネルは、今後15年で約４割が供用後50年以上経過し、更新や大規模補    
  修の時期を迎える。 

○ヨーロッパの主要都市やアジアの主要都市では無電柱化がほぼ完成しているのに対して、 
 日本の無電柱化率は東京２３区で８％（大阪市６％）と立ち遅れている。 

○東京都による道路管理の対象は、車道や歩道などの構造本体、防護柵、道路照明の施設のほか 
 占用物件として占用者が管理する、鉄道施設やライフラインの管路（水道管・ガス管）等がある。 
○都では、防護柵や照明などの道路上の安全施設の整備率が他都市より高くなっている。 

○道路管理にかかる予算は、道路管理面積の増加のほか、近年の労務単価上昇や舗装の 
 高機能化の推進、橋梁の補修などにより増加している。 
○職員定数は、一定数で推移している。 

２．無電柱化の現状 

３．道路上の管理対象 

４．予算と人員の推移 



19.4k㎡ 

29.0k㎡ 

32.7k㎡ 

36.8k㎡ 

39.1k㎡ 

41.4k㎡ 

240万台 

702万台 

1,266万台 

1,961万台 

2,173万台 2,232万台 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

 都が管理する道路面積は現在41.4㎢に達しており、今後も道路整備の進捗に伴い増加が見込まれる。 

管理道路面積 

自動車保有台数 
（首都圏） 

道路台帳平面図の整備完了に合わせた
管理道路面積の一括的整理 

*首都圏は、関東地方１都６県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を指す 
資料１（管理道路面積）：東京都道路現況調書（2017年1月 東京都建設局道路管理部） （1965～2017） 
資料２（自動車保有台数）：自動車検査登録情報協会（1965～2017） 
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(A)延長（㎞） (B)面積（㎢） (C)平均幅員（ｍ）

(C)=(B)/(A)×1,000

都が管理する道路 2,237 41.4 18.5

都道 2,162 40.2 18.6

一般国道（指定区間外）(※2) 75 1.2 16.0

一般国道（指定区間） 246 7.4 30.1 国土交通省

高速自動車国道 77 3.9 50.6
東日本高速道路㈱
中日本高速道路㈱

首都高速道路 201 5.5 27.4 首都高速道路㈱

区市町村道 21,762 128.8 5.9 各区市町村

24,523 187.0 －

道 路 種 別 管 理 主 体

東京都

都 内 合 計

東京の道路の延長、面積、管理区分等 

※1 道路法による道路のこと。 
※2 道路法に基づき、都内の一般国道（指定区間外）は都が管理している。 
資料：東京都道路現況調書（２０１７年１月 東京都建設局道路管理部） 

 都内の道路（※1）の総延長は24,523kmであり、このうち都が管理する道路の延長は2,237kmである。 
 都が管理する道路は、全体面積の約2割を占め、幅員の広い幹線道路が中心である。 

（平成28年4月1日現在） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.1% 

（四捨五入表記のため、計が合わない場合がある） 

都が管理する道路 

一般国道（指定区間） 1.0% 

0.8% 
0.3% 

区市町村道 
88.7% 

高速自動車国道 
首都高速道路 

（A）延 長 

（B）面 積 22.1% 4.0% 

2.1% 2.9% 

68.9% 

   ＜延長及び面積の割合＞ 

7 

第1章 現状 



0

10

20

30

40

50

60

1901年 1911年 1921年 1931年 1941年 1951年 1961年 1971年 1981年 1991年 2001年 2011年 

 2032年度には建設局が管理している橋梁の約8割、トンネルの約4割が供用後50年以上経過し、更新や大規模補修の  
時期を迎え、全国も同様の傾向である。  

建設局が管理する橋梁の架設数推移（単位：橋） 

震災復興橋梁など 

高度経済成長期 
1973年 1955年 

建設局が管理するトンネルの建設数推移（単位：トンネル） 

約４割 約２割 

建設局 
【トンネル数】 

約１２０ 
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建設年度 

橋梁・トンネルの建設数の推移 

全国 
【トンネル数】 

約１万 

約２割 約５割 

：供用後50年以上 

：供用後50年未満 

建設局 
【橋梁数】 
約1,200 

2032年度 

全国 
【橋梁数】 
約40万※ 

資料：国土交通白書2017より作成 

※建設年度不明の約30万橋を除く橋梁数 

約８割 約４割 

約２割 約７割 

2012年度 

2032年度 2012年度 
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「Aランク（健全）」 ⇒ 記録保存 
 安全性や使用性に問題がない場合 
「Bランク（ほぼ健全）」 ⇒ 記録保存 
 損傷や変状はあるもののその程度は小さく、使用性や安全性に問題のない場合 
「Cランク（やや注意）」 ⇒ 経過観察 
 損傷や変状はあるもののすぐに使用性や安全性に問題が起こらない場合 
「Dランク（注意）」 ⇒ 補修・補強工事を実施 
 損傷や変状が明確であるが、橋の使用性や安全性にいずれ問題が起こると予測される場合 
「Eランク（危険）」 ⇒ 直ちに補修・補強工事を実施 
 損傷や変状が認められ、直ちに橋の安全性に重大な影響を及ぼすか第三者に影響を及ぼすと考えられるもの 

 東京都建設局が管理する橋梁は、５年に一回の定期点検を行っている。 
 現在、約4割が概ね健全な状況であるが、健全度は低下傾向であり、注意を必要とする橋梁が増加 

定期点検結果の推移 

資料：一般橋梁定期健全度調査（東京都建設局）より 

損傷ランク  Ｅ（e）の例  床板  
※健全度の判定区分 

2方向（格子状）のひびわれ（間隔50㎝未満） 
＋遊離石灰 

遊離石灰 

17% 

20% 

21% 

27% 

36% 

38% 

25% 

30% 

33% 

33% 

33% 

26% 

41% 

35% 

34% 

30% 

21% 

28% 

17% 

15% 

12% 

10% 

10% 

8% 

0.5% 

0.5% 

0.4% 

0.1% 

0.0% 

0.7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第８次 

（2012～2016年） 

第７次 

（2007～2011年） 

第６次 

（2002～2006年） 

第５次 

（1997～2001年） 

第４次 

（1992～1996年） 

第３次 

（1987～1991年） 

E：危険 A：健全 
 

B：ほぼ健全 
 

C：やや注意 
 

D：注意 
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東京都建設局が管理するトンネルは、 「道路施設点検調査要領書」 に基づき５年に一回の定期点検を行っている。 
健全度は「ランク１」から「ランク４」の判定区分に分類され、健全度は低下傾向にある。 

21% 

47% 

46% 

25% 

20% 

16% 

13% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012年度 

 

2007年度 

 

ランク４ ランク３ ランク２ ランク１ 

定期点検結果の推移 

※ランク４：健全、ランク３：やや健全、ランク２：注意、ランク１：要対策 
資料：道路施設定期健全度調査、トンネル詳細健全度調査（東京都建設局）より 

トンネルの現状 

「ランク４ （健全） 」  
⇒５年に１回の定期点検を行う 
「ランク３ （やや健全） 」  
⇒５年に１回の定期点検を行う 
「ランク２ （注意） 」  
⇒５年に１回の定期点検に加え、２年に１回の定期巡回を行う 
「ランク１ （対応の検討） 」 
⇒５年に１回の定期点検に加え、 
   ・緊急対応後、対策工等の実施を検討 
   ・または、１年に１回の定期巡回を行う 

 
 
 

健全度の判定区分 

ランク １の例  

【要対策】 
ひび割れ幅５ｍｍ、変形・進行性が認められる 
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  ロンドン・パリなどのヨーロッパの主要都市や香港・シンガポールなどのアジアの主要都市では無  
電柱化がほぼ完成しているのに対して、日本の無電柱化率は東京２３区で８％、大阪市で６％と立
ち遅れている 

出典：国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/） 

●海外の主要都市との比較 ●都道府県ごとの比較 

※ 全道路(高速自動車国道及び高速道路会社管理道路を除く)のうち、 
  電柱、電線類のない延長の割合（Ｈ28年度末）で各道路管理者より 
  聞き取りをしたもの 

※本表は無電柱化率の高い上位１０の都道府県を抜粋している 

無電柱化の現状 
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http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/
http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/


道路管理の業務分野 

Ｃ 法手続きと運用 

 Ｂ 交通安全施設 

 Ａ 保守管理 

 Ｄ 技術革新 

Ｅ 都民からの通報 

道路管理関係法の 
事務手続き 

道路の監察 

道路・橋梁の補修 

歩道の整備など 

業 務 分 野 業  務  内  容 

道
路
管
理 

ハ
ー
ド 

ソ
フ
ト 

自転車走行空間の整備 

無電柱化の推進 

ＩｏＴの導入 

道路・橋梁の維持 

相談窓口の設置 

・道路巡回 
・道路の維持修繕 
・橋梁の維持修繕 
・街路樹の維持 
・トンネル等の維持 
・道路の災害防除、災害復旧 

・歩道整備 
・バリアフリー化 
・道路案内標識の設置 
・道路照明、防護柵の設置 
・交差点改良など 

・道路の補修  
・橋梁の補修 
・道路緑化 
・トンネル等の補修 

・道路の認定関係（認定、区域決定等） 
・道路台帳の整備 
・道路の占用許可、路上工事等の調整（工事の平準化） 

・道路の不法占用、不適正使用の是正 

・Fix my streetなどのアプリの活用 
・ドローン、ＩＣＴ建設機械の導入 
・車載センサーによる道路点検 

・苦情、要望等への対応 

 道路管理業務は、「保守管理」、「交通安全施設」、「法手続きと運用」、「技術革新」、「都民からの通報」の 

５分野に分類することができる。  
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  道路空間には、道路施設以外にも多数の施設や占有物などが存在するため、多数の管理者が存在して

いる。道路管理の対象は、車道や歩道などの構造本体、防護柵、道路照明の施設であるが、占用物件とし
て占用者が管理する、鉄道施設やライフラインの管路などがある。 
  都では、防護柵や照明などの整備率が他都市より高くなっている。（詳細はＰ24） 

道路施設 

施設名称 管理者 関連業
務分野 

① 車道  
 
 

道路管理者 
（建設局） 

A 

② 歩道 A、B、C 

③ 防護柵 A 

④ 道路照明 A 

⑤ 街路樹 A 

⑥ 電線共同溝 A、B 

道路施設以外 

施設名称 管理者 

⑦ 信号柱 
公安委員会 

⑧ 交通標識 

⑨ 電気・通信ケーブル 

占用者 
（東京電力、東京ガス、
ＮＴＴ、水道局、下水
道局、東京メトロ等） 

⑩ 水道管・ガス管 

⑪ 下水道施設 

⑫ 鉄道施設 

1 2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

12 

11 

10 

道路上の管理対象 

A-保守管理、B-交通安全施設、C-法手続きと運用 
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道路管理業務にかかる予算と人員の推移  

定数 （人） 

道路管理にかかる予算は、道路管理面積の増加のほか、近年の労務単価上昇や環境に配慮した舗装の 

高機能化（低騒音舗装や遮熱性舗装など）の推進、橋梁の補修などにより増加 

一方、職員定数は、一定数で推移している。 

予算 （億円） 

5  5 5  5  5  5  5  5  5  5  

199  
241  276  297  293  290  

316  339  357  369  

410  514  
506  

525  
546  

609  

680  

726  
744  

784  

667  671  673  667  
656  652  656  

671  679  681  

0

100

200

300

400

500

600

700

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

保守管理                                                                                                                

（道路・橋梁の維持、補修） 

交通安全施設                                                                                                                          

（歩道整備など、自転車走行空

間の整備、無電柱化の推進） 

法規制                                                                                                                                                                                                                                 

（道路管理関係法の事務手続

き、道路の監察） 

職員定数（道路管理） 

（ ）億円は、交通安全施設の   
うち、無電柱化予算額 

(78) (103) (117) 
(150) (150) (150) 

(162) (175) 
(181) (185) 
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道路管理業務の詳細分類① 

分
野 

業務
区分 

詳細業務区分 主な事業内容 
予算額
（億円） 

実施体制 所管部署 

保 

守 

管 

理 

道
路
・橋
梁
の
維
持 

道路巡回 道路を巡回し損傷等を発見した場合は応急処置 ４ 
一部委託 
（民間） 

道路管理部 
保全課 

道路の維持修繕 小規模な路面の修繕、道路照明、防護柵の補修 １２７ 
委託 

（民間） 

橋梁の維持修繕 橋面舗装の修繕 ４０ 
委託 

（民間） 

街路樹の維持 街路樹の剪定 ５７ 
委託 

（民間） 
公園緑地部 
計画課 

トンネル等の維持 トンネルの維持修繕 ４２ 
委託 

（民間） 
道路管理部 
保全課 

道路の災害防除、災害復旧 山岳道路斜面の崩落などを防ぐ対策 ５１ 
委託 

（民間） 

道
路
・橋
梁
の
補
修 

道路の補修 低騒音舗装、遮熱性舗装などの路面補修 ２１０ 
委託 

（民間） 

道路管理部 
保全課 

橋梁の補修 橋梁の長寿命化工事 １８４ 
委託 

（民間・監理団体） 

トンネル等の補修 トンネル予防保全計画に基づく補修 ６０ 
委託 

（民間） 

道路の緑化 街路樹の植替、植栽帯の整備 ９ 
委託 

（民間） 
公園緑地部 
計画課 

道路管理業務は以下の詳細業務に分類される。 

15 

第1章 現状 



道路管理業務の詳細分類② 

分
野 

業務区分 詳細業務区分 主な事業内容 
予算額
（億円） 

実施体制 所管部署 

交
通
安
全
施
設 

歩道の整備な
ど 

歩道整備 歩道の整備 ７３ 
委託 

（民間） 

道路管理部 
安全施設課 

バリアフリー化 段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの設置 １０ 
委託 

（民間） 

道路案内標識の設置 道路案内標識の設置 ７ 
委託 

（民間） 

道路照明、防護柵の設置 道路照明、防護柵の設置 ２ 
委託 

（民間） 

交差点改良など 交差点の改良 ６９ 
委託 

（民間） 

自転車走行 
空間の整備 

自転車走行空間の整備 自転車走行空間の整備 ２３ 
委託 

（民間） 
道路管理部 
安全施設課 

無電柱化の 
推進 

無電柱化の推進 無電柱化の推進 １８５ 
委託 

（民間・監理団体） 
道路管理部 
安全施設課 

法
規
制 

道路関係法の
事務手続き 

道路の認定関係（認定、区
域決定等） 

道路法に基づく路線の認定 ━ 直営 
道路管理部 
路政課 

道路台帳の整備 道路台帳平面図など各種台帳を整備 ４ 
一部委託 
（民間） 

道路の占用許可 道路法に基づく許認可業務 １ 直営 
道路管理部 
監察指導課 

路上工事等の調整 
（工事の平準化） 

路上工事の平準化、車線規制時間の抑制 ━ 直営 
道路管理部 
監察指導課 

道路の監察 
道路の不法占用、不適正
使用の是正 

道路の不法占用、不適正使用の是正指導 ━ 直営 
道路管理部 
監察指導課 

道路管理業務は以下の詳細業務に分類される。 
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   国や地方といった道路の管轄を問わず、道路についての相談（苦情・相談・質問・問い合わ

せ・意見等）に対して「ワンストップサービス」で対応できるよう、「道の相談室」として窓口を設け
ている。国土交通省、地方自治体、高速道路会社の道路管理者が密接な連携を取り、解決に向
けて迅速な対応を行うための窓口である。 
   対象地域：東京都全域 
   受付時間：午前９時３０分から午後５時まで 

都民からの相談（道の相談室） 

22.0% 

23.1% 

26.8% 

33.3% 

28.5% 

22.5% 

34.6% 

34.7% 

40.3% 

9.5% 

13.5% 

10.2% 

0.5% 

0.2% 

0.2% 

2016年度 

2015年度 

2014年度 

問い合わせ 発見／通報 意見／要望 苦情 感謝／激励 

年度別相談区分内訳 
年度 

（相談件数） 

（１，２７９件） 

（１，２８２件） 

（１，２２８件） 
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都民からの相談一覧（抜粋） 

区 分 相 談 内 容 対  応 

問い合わせ 

・中央区の都道３０４号線の道路台帳が欲しい 
・官民境界を確認したいが、どうすればよいか 
・小平市の都市計画道路の着工と完了の時期を教えてほしい 
・山手通りの拡幅工事で車線数はどうなるのか 

担当している建設事務所を案内 

発見・通報 

・葛西橋上にブルーシートが落ちている 
・稲城大橋上に動物の死骸がある 
・環八通りにカラーコーンが落ちている 
・車道の舗装にひびが入っている 

担当している建設事務所にて対
応・処理 

意見・要望 

・通行する車両の騒音がすごく、テレビの音が聞こえない 
・路面もかなり傷んでいる。現地を確認し、対応願いたい。 
・道路に窪みがあり、大型車が通ると振動が激しい 
・渋滞している交差点で、クラクションがうるさくて、夜眠れない 
・歩行者が多い箇所なので、歩道拡幅をして欲しい。 
・道路照明があるが、カーブ箇所が暗い。 

・建設事務所へ情報提供 
・補修工事実施予定 
・補修を実施 
・警視庁へ情報提供 
・建設事務所へ情報提供 
・照度測定後、照明を交換 

苦情 

・道路工事の振動がひどい。振動を抑えて施工してほしい 
・歩道が仮舗装でアスファルトのカスを処理してほしい（水道工事） 
・道路舗装工事の車両が数台路上駐車している（下水道工事） 
・大型車両の交通量が多く騒音がうるさい。通行規制をしてほしい 

・工事業者に指示 
・水道局へ依頼 
・下水道局へ依頼 
・警視庁へ情報提供 

感謝・激励 
・歩道舗装が傷んでいて自転車で通行しにくかったが、補修していただ
き、ありがとうございました 

担当している建設事務所に 
情報提供 
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第２章  検証   

19 



20 

第２章 検証 

１．保守管理 

「維持管理コストの推移」と「他都市比較」 
 ・維持管理コストは他都市をやや上回る。 
 ・その主要な要因は、道路の安全対策や舗装の高機能化を積極的に行っていること。 
 ・一方で業務の委託化は他都市より進展  

 「投資の効率性」（予防保全型管理の導入） 
  ・施設の損傷や劣化が進行する前に、適切な対策を行い、コスト縮減、ピークの平準化を図っている。   
  ・対処療法型管理と比較して、橋梁では約1.1兆円、トンネルでは約1,500億円のコスト縮減効果が推定 

 「都道全線の整備完了に要する期間・コスト」と「実施体制の検証」  

  ・現在の執行状況で、都道全線を無電柱化するためには、整備期間で約100年、 整備費用は約1.2兆円を 
  要する。  
 ・整備済みの都道の無電柱化（現道整備）は、全体の６０％を占めており、今後無電柱化を加速させるた 
  めのカギとなる。 

「道路の付加価値向上」 
  ・都市再生特別措置法や国家戦略特別区域法に基づく、規制緩和の実施。 
 （オープンカフェや特区イベント） 

「都のICT化の状況」と「他県の導入事例」 
 ・都では「落石感知センサー」「ITVカメラ」「ICタグ」等を導入し、道路維持管理を効率化 
 ・いわき市（福島県）や別府市（大分県）では、「Fix My Street」など、住民協働による維持 
  管理を実施 

２．交通安全施設（無電柱化） 

３．法手続きと運用 

４．技術革新 

「路上工事の抑制」 
  ・年末年始や年度末においては、他の時期より工事を抑制し、工事による渋滞の防止に努めている。 



仮 説 

○ 維持管理コストの推移 
○ 他都市比較  
 維持管理費 
 道路施設設置状況 
 舗装の高機能化の状況 
 事業実施体制 

検 証（2章） 

○ 規制と規制緩和の考え方の検証 

方向性（3章） 

○ 効率的な事業実施体制の検討 

○ 投資の重点化の検討（継続） 

○ 加速策の検討 
 ・監理団体の活用拡大 
 ・ストック活用の拡大 
 ・技術革新による低コスト化 
 ・市町村を含めた面的整備の促進 

○ 都民の負担が増えるので  
 はないか 
 高コスト体質になってい 
 ないか 
 投資が合理的に行われ 
 ているか 
 民間委託が進んでいるか 

○ 占用許可の状況はどうなってい 
 るか。路上の賑わいをもっと生み 
 出せないのか。 

○ いつまでに無電柱化が完 
 了するのか 
○ 取組みを加速することは 
 できないのか 

保
守
管
理 

交
通
安
全
施
設 

 

法
手
続
き
と
運
用 

○ 規制緩和による街の  
 にぎわい創出 

○ もっとＩＣＴ化を進めて労働 
 力不足を補っていく必要が  
 あるのではないか 
 
○ 他自治体では、「Fix My Street」 
 など住民との協働が進んでいるが 
 都ではやらないのか 

技
術
革
新 

○ 都のＩＣＴ化の状況（センサー・ドローン） 
 
○ 他県の導入事例 

○ ＩＣＴ化による省人化・合理化の  
 検討 
 
○ 住民との協働 

○ 投資の効率性 
 予防保全型管理 

○ 都道全線の整備完了に要する期間・コスト 
○ 実施体制の検証 
  （直営・監理団体・民間、考えられるオプション 
  を検討） 

○ 工事発注方法の改善 

各業務分野の課題と取組の方向性 

○ 予防保全型管理の対象施設 
  拡大 

○ ＩＣＴ化による合理化の検討 

○ 路上工事の平準化が進んでい 
 るか 

○ 工事発注等路上工事の制度的課題の整理 
○ これまでの平準化の取組検証 ○ 工事平準化に向けた関係者 

  との対策検討 

①ワイズ・スペンディングの観点から検証 

②都民ファーストの観点から検証 

a 

Ｃ 

b 

d 

e 

f 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 
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保守管理（維持管理費①）＜Ⅰ-a＞ 

   道路の維持は、都の財政再建以降において、特に近年の労務単価上昇が顕著であり、道路の

補修は、環境に配慮した舗装の高機能化（低騒音舗装や遮熱性舗装など）を推進しており、予算
は増加傾向。今後も管理面積の増に伴い、予算の増加が想定される。 

  

100  109  104  95  88  86  80  76  68  
86  82  82  86  88  100  104  102  101  103  

121  128  131  131  

267  258  
292  

234  
221  

159  164  
152  163  

164  
148  141  141  

150  

172  172  172  172  174  

185  
185  

200  210  

0
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

道路の補修 

道路の維持 

財政再建期間 

227億

341億円 

【推計】労務単価の変動が  
無かった場合の推移   

(単位：億円） 
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 ※グラフは、Ｐ15「道路巡回」、「道路の維持修繕」、「道路の補修」の予算額の推移 
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  都は、幹線道路１ｋｍあたりの経費が他都市をやや上回っており、24ｈ平均走行台㎞あたりの経
費は、他都市と同程度である。 

保守管理（維持管理費②）＜Ⅰ-a＞ 

＊幹線道路 
 管理延長のうち車道幅員13m以上の道路延長（2016年道路統計年報より）       
＊経費 
 2017年度の主要な維持補修予算 
＊ 24h平均走行台km 
 2015年度全国道路・街路交通情勢調査より 

4350 

5920 

3750 

1810 
1420 

3220 

幹線道路１ｋｍあたりの経費 

（単位：万円） 

35 

8 
4 

19 

11 10.5 

管理延長のうち 

幹線道路の割合（単位：％） 

105 

55 

200 

37 

100 98 

24h平均走行台kmあたりの経費 

（単位：万円） 
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67 

55 

21 

51 

30 29 

管理延長に対して歩道の 

延長割合（単位：％） 

51 

27 

データ無 

51 

8 

22 

管理延長に対して防護柵の 

延長割合（単位：％） 

73 

22 

7 

60 

33 30 

道路照明の1km当りの本数 

（単位：本／km） 

以下のグラフは、管理延長に対しての延長割合を他都市と比較したものである 

※1※2  歩道、防護柵は道路の管理延長に対しての割合算出のため、 片側総延長を2分の1した数値を表記。 
      両側で設置したと想定し割合を算出 
※3       車道照明、歩道照明、トンネル照明 

  東京都は、歩道や防護柵、交通事故抑制に効果のある道路照明の整備など安全対策を積極的に行っ
ており、整備率は他都市を上回っており、道路施設の設置率が高い。 

保守管理（道路施設設置状況）＜Ⅰ-a＞ 
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舗装種類 舗装効果 
コスト比 

※ 

低騒音舗装 路面騒音の低減 １．１ 

二層式 
低騒音舗装 

低騒音舗装よりさらに路面騒音を低減 １．３ 

遮熱性舗装 
舗装に遮熱効果のある塗料を塗布し、
太陽光を反射し路面温度を抑制（低騒
音舗装と併用可） 

１．４ 

保水性舗装 
舗装の内部に雨水を吸水し、気化熱に 
より路面温度を抑制 

１．４ 

※  密粒度舗装の施工費を１とした時の指標 
   密粒度舗装・・・ 一般的な舗装（他都市では概ね密粒度舗装） 
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10 

データ 

無 

10 
6 8 

管理延長に対する 

各都市の舗装の高機能化率 

（単位：％） 

○ 他都市の舗装の高機能化状況 

   舗装別のコスト比較した結果、一般的な密粒度舗装に比べ、低騒音舗装は１．１倍、遮熱性舗装は 
 １．４倍である。 
   東京都は、騒音防止や環境対策を積極的に行っており、舗装の高機能化率は他都市を上回って 

 おり、維持管理コストが割高となっている。 

○ 高機能舗装種別 

保守管理（舗装の高機能化の状況） ＜Ⅰ-a＞ 
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業務分野及び業務内容 
（法律上の根拠） 

直営 
委託別 

他都市との 
直営委託別状況比較 

備考 

Ａ 
道府県 

Ｂ 
政令指
定都市 

Ｃ 
道府県 

Ｄ 
政令指
定都市 

保
守 
管
理 

道路・橋梁の維持 
 
（道路法第42条） 

道路巡回 ○◇ ○◇ ○ ○◇ ○ 

  

道路の維持修繕 ◇ ◇ ◇ ○◇ ○◇ 

橋梁の維持修繕 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

街路樹の維持 ◇ ◇ ◇ ○◇ ◇ 

トンネル等の維持 ◇ ◇ ◇ ○◇ × 

道路の災害防除、災害復旧 ◇ ◇ ◇ ◇ × 

道路・橋梁の補修 
 
（道路法第42条） 

道路の補修 ◇ ◇ ◇ ○◇ ○◇ 

[公社委託している業務（橋梁の補修）] 
橋梁の長寿命化事業の調整、施工、施
工管理に関する業務 

橋梁の補修 ◇△ ◇ ◇ ◇ ◇ 

道路緑化 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

トンネル等の補修 ◇ ◇ ◇ ◇ × 

  道路管理業務に関する委託状況は下表のとおりである。都は、過去の行政改革などにより委託化が進
められているが、道路巡回については、直営と委託がある。 

＊公社とは（公財）東京都道路整備保全公社 

凡例 ○－直営、◇－委託、△－監理団体、×－対象なし 

保守管理（事業実施体制） ＜Ⅰ-a＞ 
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0

200

400

600

800

1,000

    2009     2014     2019    2024     2029    2034   2039年度 

  都では、点検などにより各施設の状態を的確に把握し、損傷や劣化が進行する前に適切な対策を行う
予防保全型管理を導入し、コスト縮減やピークの平準化を図っている。 

事業費 
（億円） 

【管理橋梁数】約1,200橋 

約5,000億円（30年間） 約1兆6,000億円（30年間） 

※橋梁の架設年次や損傷の進行状況などを考慮し、架け替えなどに要する費用を算出 

事業費 
（億円） 

対症療法型管理   予防保全型管理 

200 

400 

600 

800 

1,000 

0 
    2009     2014     2019    2024     2029    2034   2039年度 

「多額の事業費が必要」 「コスト縮減」「ピークの平準化」「安全性の確保」 

保守管理（投資の効率性①）＜Ⅰ-b＞ 

＜参考：佃大橋（中央区）を想定＞ 

対症療法型管理（架け替え） 予防保全型管理 

事業費 

80 億円 20 億円 

内訳 

 用地費 10億円 

内訳 

上部補修工 
 （支承取替、桁補修、  
  橋面防水など） 

  9億円 
 仮橋工 17億円 

 旧橋撤去工 17億円 下部補修工 
（ひび割れ補修、基礎補強、  
 検査路設置など） 

11億円 
 新設橋梁工 36億円 

事業期間 15年 5年 
27 
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 トンネルについても、予防保全型管理を導入し、コスト縮減やピークの平準化を図っている。 

保守管理（投資の効率性②）＜Ⅰ-b＞ 
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参考：第五トンネル（小笠原村） 延長約90ｍ 
     想定事業費（照明設備工事を除く） 

対症療法型 
管理 

予防保全型 
管理 

事業費 

４億円 ４千万円 

新たに 
トンネルを 

建設 

内
訳 

 空洞充填工 ２千万円 

 ひび割れ注入工 １千万円 

中性化対策工ほか １千万円 

事業期間 ３年 ２年 

約400億円（75年間） 約1,900億円（75年間） 

対症療法型管理 予防保全型管理 

事業費 
（億円） 

事業費 
（億円） 

年度 年度 

第２章 検証 



 現行の執行状況で都道全線（残り1,743km）を無電柱化するためには、整備期間として約100年間 

（17.5km/年）を要し、整備費用は約1.2兆円（7億円/km） 

138  240  350  457  

2,200  

0

500

1,000

1,500

2,000

1990 2000 2010 2016 2116

都道における整備延長の推移 
（都道延長：km） 

2,200 

（年） 
実績 予測 

※整備延長は、道路延長である 

※道路延長は、施設延長（道路両側の合計延長）を 

  ２分の１し、算出した想定の数値である 

※年間整備延長は過去5年の整備実績の平均値（ 

  17.5km）である 

※整備費用は、道路片側整備で3.5億円/kmとし、 

    道路両側では7億円/kmである（国土交通省調べ） 

※都道延長は、「東京都道路現況調書平成28年度」 

   より、東京都管理道路2237km≒2200kmである 

残り 
1,743km 

100年間  
1.22兆円 

 
       

交通安全施設（無電柱化①）＜Ⅱ-ｃ＞ 
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センター・ 
コア・エリア内 

完了 

第一次緊急輸送道路50%完了 
うち環状七号線完了 

2019 2024 
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  整備済みの都道の無電柱化（現道整備）は、全体の６０％を占めており、今後無電柱化を加速させ
るためのカギとなる。 

  

※整備割合は、過去５年の整備実績の割合 
※既存ストック活用とは電気・通信事業者が所有する管路やマンホール等の既存施設がある際に、それが電線共同溝の一部として活用可能な場合に
実施できる整備手法。他の埋設物の支障移設を回避することでコスト縮減や工期短縮を図ることができる。 

交通安全施設（無電柱化②）＜Ⅱ-ｃ＞ 

手法 施行者 整備割合 

現道整備 

・建設事務所 ２４％ 

６０％ ・監理団体 ２１％ 

・電気・通信事業者（既存ストック活用※） １５％ 

道路新設・拡幅事業での同時整備  ・建設事務所 ３０％ 

面的整備 
・都市整備局 
・区市町村 

１０％ 

要請者負担による整備  ・民間企業 

30 

 ⇒ 建設事務所の事業執行力には限界があるため、(公財)東京都道路整備保全公社に事業の一部を委託すると 

   ともに、既存ストックを活用した整備を電気・通信事業者へ委託 
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◆ 道路法に基づく３つの原則（道路法解説） 

  ・ 公共性の原則 ： 営利目的は原則認めない。 

  ・ 計画性の原則 ： 道路計画や土地利用計画と調整されたものであること 

  ・ 安全性の原則 ： 道路構造の保全及び安全、円滑な交通の確保が前提 

◆ 道路法で定められた３つの許可基準（第３３条第１項） 

・第３２条第１項に定める物件であること 

・道路の敷地外に余地がないため、やむを得ないものであること（無余地原則） 

・道路法施行令で定める基準に適合すること 

【道路占用許可件数（都管理道路）】 

【都の施策に関連した占用物件】 

デジタルサイネージ（産業労働局） シェアサイクルステーション（環境局） 

法手続きと運用（道路占用許可）＜Ⅲ-ｄ＞ 

◆ 道路法 
・道路を占用しようとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。（第３２条） 
・道路管理者は、道路の占用が法令で定める基準に適合する場合に限り、許可を与える 
 ことができる。（第３３条） 

  道路は、道路管理者によって一般交通の用に供され、その効果として自由な通行が認められている。また、道路は公共
空間であることから、特定人の営利目的のため公共性のない占用は原則として認めるべきではない。 
  ただし、近年は、地域の活性化、都市におけるにぎわい創出等の観点から道路空間が注目されており、地域の状況等に
応じて、弾力的な取り扱いを行っている。 

・ 道路の副次的機能（特別使用） 

公共用地として、諸活動のためのライフライン等を設ける場を提供する必要 

法的根拠 

規 

制 

規
制
緩
和 

○道路占用許可 

○道路占用許可の特例 

都市再生特別措置法や国家戦略特別区域法に基づき、
まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資
する施設を設置する場合などに道路の占用を許可 
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法手続きと運用（路上工事の平準化①）＜Ⅲ-e＞ 

  路上で行われる工事は、道路管理者が行う工事が約１／３、占用企業者が行う占用工事が２／３の割合 
を占めている。 
  これらの工事が計画的に行われるよう「東京都道路工事調整協議会（※１）」で調整 

ガス 

8% 

電力 

10% 

電話 

4% 

下水道 

13% 

上水道 

10% 

その他（地下鉄、

首都高速など） 

20% 

道路管理者 

35% 

路上工事の内訳（２０１６年度） 

※１ 東京都道路工事調整協議会：道路の不経済な掘り返しを防止し、円滑な交通の確保及び事故の防止を図るための協議会（建設局、国土交通省、
警視庁、東京消防庁、占用企業者等で構成） 

○ 路上工事 
 
・ 道路管理者が行う道路補修の工事 
  
・ 都市生活に不可欠な電気・ガス・通信・上  
 下水道等ライフラインの敷設や補修工事な 
 ど占用企業が行う占用工事 
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0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

2002年度 

2016年度 

  工事抑制実施状況（２００２年度と２０１６年度） 

  これまでの道路管理者の工事では、工期が12か月未満の工事では債務負担行為の柔軟な設定が出
来ないなど、工事発注する上での制度的な課題があり、工事発注時期が年度後半となる傾向にあった。 
   年末年始や年度末においては、交通量が多く渋滞が発生しやすく、都民からの苦情も多いことから、他
の時期より工事を抑制し、工事による渋滞の防止に努めている。なお、２０１２年の都政モニター調査にお
いても、５年前と比較して、約４割が路上工事が減っていると回答している。 

抑制を行うことで、年
末・年度末の時期は
工事時間が減少し、
交通渋滞を防止 

（万時間） 

平準化のイメージ 

法手続きと運用（路上工事の平準化②）＜Ⅲ-e＞ 
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年度 工事件数 路上工事時間 

２００７年度 約９．０万件 約８０．６万時間 

２０１２年度 約８．０万件 約７２．４万時間 

工事件数と路上工事時間（２００７年度と２０１２年度） 
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技術革新（ＩＣＴを活用した道路管理）＜Ⅳ-ｆ＞ 

  都ではＩＣＴを活用した効率的な維持管理を行っている。  

Fix My Street活用のイメージ 

都民 東京都 

都民が出来るもの
は、都民の手で解
決 

導入都市 項  目 概  要 

34 

○落石感知センサー 

○ＩＴＶカメラの設置 

○ＩＣタグの活用  新宿副都心４号線などにおいて、ICタグを
活用した道路施設点検を実施 ・都のみ導入済 

山岳斜面に落石や土砂崩れが発生すると
ワイヤーが引っ張られ落石を検知する 

山岳道路やアンダーパス部の積雪・豪雨時
における道路への被害情報を監視する 

・東京都、青森県、 
 埼玉県など 

・東京都、大阪府、  
 神奈川県など 

自然災害時の初動対
応が迅速化 

遠方道路の落石をリア
ルタイムで把握可能 

○ドローンの活用 

 ドローン等による点検も視野に入れながら
最先端技術の活用を検討するなど、道路斜
面の安全対策を推進 

・都で検討中 

 民間で作られたシステムに自治体が参加
し、住民は誰でもどこでも無償でレポートを
投稿できるものである。なお、投稿されたレ
ポートは、自治体の承認なしに原則すべて
公開 

・福島県いわき市 
・愛知県半田市 
・大分県別府市 
 など 

○Ｆｉｘ Ｍｙ Ｓｔｒｅｅｔ等 
  のアプリの活用 

取組効果 

膨大な点検結果の
整理が可能 

道路維持管理におけ
る住民協働を推進 

３日に１回の頻度の 
道路巡回に加えて、 
道路状況を把握 

危険箇所などの 
点検が可能 

点検時間の短縮化 

設計における測量 
業務の削減 

精度向上 
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第３章  今後の方向性   
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第３章 今後の方向性 

１．保守管理 

「効率的な事業実施体制の検討」 
  ・道路巡回点検の体制見直し 
「投資の重点化の検討」 
  ・対象地域を優先順位をつけて高機能化を実施（継続） 
「予防保全型管理の対象施設拡大」 
  ・引き続き、橋梁、トンネルの予防保全型管理を進める  
   とともに、他施設にも適用 

「加速策の検討」  
 ・監理団体の活用拡大：現道整備における発注規模の拡大 
 ・技術イノベーション：コスト縮減や工期の短縮 
 ・面的整備：モデル地区での実施により面的な整備を 
       更に促進 

「規制緩和による街のにぎわい創出」 
 ・占用許可の特例を活用した規制緩和（継続） 
「工事発注方法の改善」と「関係者との対策検討」 
 ・工期12ヶ月未満の工事への債務負担行為の設定 
 ・ゼロ都債の積極的な活用 

「ICT化による省人化・合理化の検討」と「住民との協働」 
 ・ドローン等の活用による効率化・省人化の検討 
 ・Fix My Street等の導入検討 

・道路管理業務の効率化・ 
 省人化 
・住民協働の推進 

・賑わいの創出 
・良好な沿道環境の維持 
・路上工事の更なる抑制・ 
 平準化により、渋滞の防止 

２．交通安全施設（無電柱化） 

３．法手続きと運用 

４．技術革新 

・2019年にはセンター・ 
 コア・エリアの整備 
 完了 
 
・コスト縮減と体制強化 
 により整備期間を短縮 

・執行体制の見直しや高機能 
 化の重点化により、維持管 
 理コストを縮減・抑制 
 
・橋梁・トンネルにおける予 
 防保全型管理を他施設へも 
 応用。擁壁・掘割道路等で 
 は管理コストを60％縮減 
  



保守管理（効率的な事業実施体制①）＜Ⅰ＞ 

・ １班２名を基本とする点検班が、都管理道路を概ね３日で１周するよう実施 
 
・ これまで各建設事務所の管理工区に所属する巡回点検班が直営で実施し 
  てきたが、団塊世代職員の大量退職に伴い、２００７年度より職員の退職者 
  にあわせ民間委託を順次導入 

道路巡回車・応急作業 

【執行体制の推移】 

【直営（常勤）班の今後の推移想定】  

○ 道路巡回の体制 

28 
23 21 21 20 18 16 16 15 15 15 

2 
7 9 9 10 12 14 14 15 15 15 

0
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10
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

委託班数 

直営班数 

15 15 15 15 14 14 14 12 12 10 
0

10

20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

直営 （常勤）班数 

※再任用職員を含めて推計 
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  実施体制のメリット、デメリットを検証した結果、時間外に及ぶ緊急作業時に、柔軟に対応できる点

やコストの点などでは非常勤職員の活用も有効であるため、双方を活用した執行体制を検討する。 

直営 非常勤 民間委託 

メリット 

・時間外に及ぶ緊急作業時に、柔軟
に対応できる 

・技術の蓄積がされ、効率的・効果的
な巡回点検ができる 
・委託に比べてコストが安い 
  

・時間外に及ぶ緊急作業時に、柔軟に
対応できる 

・技術の蓄積がされ、効率的・効果的な
巡回点検ができる 
・コストが最も安い 
 

・翌年度の体制が確保されやすい 

・大手や地元業者等の場合、技術力
や点検路線の知識を持っている 

・契約によることから、体制が確実に
確保される 

デメリット 
・特段のデメリットはないが、都の方
針として、道路巡回にかかる技能職
員の採用は行っていない。 

・非常勤職員は１年更新のため、毎年
更新が必要となる 

・局採用となり、山岳エリア、特に奥多
摩地域などでは、通勤できる職員の確
保が難しい 

・現状の契約では、時間外に及ぶ緊
急作業時に、柔軟に対応できない 

・受託者が変わると過年度の情報が
リセットされ、点検員のノウハウが継
承されない 

コスト比較 
＊4 

１班当たりの人件費 ＊１ 
1,572万円（約786万円×2人） 

 １班当たりの人件費 ＊２ 
 753万円（約251万円×3人） 

 １班当たりの委託費 ＊３ 
 2,155万円（2人分） 

＊１ 2015年度人件費（給与（手当額含む）、期末勤勉手当）をベースとし、共済費は平均額から算出、都職員の退職手当や昇給等、将来支払われる金額は  
    含まれていない。 
＊２ 非常勤職員の人件費は2017年度の予算単価 
＊３ 委託費は2015年度の契約実績の内人件費分 
＊４ コスト比較については、2016年度の包括外部監査において、間接コストの考え方で比較結果が異なるため、直営と委託の経済的優位性の判断は困難   
   とされている。  

保守管理（効率的な事業実施体制②）＜Ⅰ＞ 
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   コストの観点からは非常勤が有効であるが、地域特性や非常勤職員の採用の可能性も
考慮した上で、民間委託も含めた効率的な執行体制のあり方を検討していく。 

現状 方向性① 方向性② 方向性③ 

実施 
体制 

直営×１５班 
＋ 

民間委託×１５班 

非常勤×１５班 
＋ 

民間委託×１５班 
民間委託×３０班 非常勤×３０班 

コスト 
比較 

５億７,０６０万円 ４億４，６５５万円 ６億６，７２０万円 ２億２，５９０万円 

緊急時 
対応 

△ 

直営班では緊急時対応が
可能であるが、委託班では
時間外に及ぶ緊急作業等に
柔軟に対応できない。 

△ 

非常勤班では緊急時対応が
可能であるが、委託班では時
間外に及ぶ緊急作業等に柔
軟に対応できない。 

× 

委託班では時間外に及ぶ緊
急作業等に柔軟に対応でき
ない。 

〇 

非常勤班では緊急時対応
が可能である 

体制 
確保 

〇 

体制の確保は可能であるが、
道路巡回にかかる職員の採
用は行っていないため、今
後の体制確保には課題があ
る。 

〇 

山岳エリアなどにおいては非
常勤職員の確保が困難であ
るが、民間委託を導入すれば
体制の確保が可能となる。 

〇 

契約によることから、体制の
確保が可能となる。 

× 

山岳エリアなどにおいては
非常勤職員の確保が困難 

保守管理（効率的な事業実施体制③）＜Ⅰ＞ 
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保守管理（投資の重点化）＜Ⅰ＞ 

 地域、路線の特性を踏まえ、事業エリアを重点化し、計画的に舗装の高機能化を実施 
 特に、2020年東京大会までに競技コースが想定される都道へ遮熱性舗装などを優先的に整備 

夏の暑さ対策必要箇所 

・ 大都市特有の課題であるヒートアイランド現象や、夏の暑さを和らげる対策が必要 
・ 都道は交通量が多く、幹線道路などでは沿道環境に配慮した路面騒音を抑える対策が必要 
・ 2020年東京大会を見据え、アスリートや観客、都民にとって快適な道路環境の創出が必要 

○ 高機能化の必要性 

○ 高機能化の重点化 

舗装種類 舗装効果 整備エリア等 基準等 整備規模 

遮熱性舗装 

舗装に遮熱効果のあ
る塗料を塗布し、太
陽光を反射し路面温
度上昇を抑制（低騒
音舗装と併用） 

夏の暑さ対策の必
要な箇所（センター
コアエリアを中心と
した重点エリア） 

都民ファー
ストでつくる
「新しい東
京」～2020

年に向けた
実行プラン
～暑さ対策 

８６km 

保水性舗装 
舗装の内部に雨水を
吸水し、気化熱により
路面温度上昇を抑制 

２０km 

低騒音舗装 路面騒音の抑制 
道路交通騒音対策
の必要な箇所（主に
人口集中地域） 環境基本法

騒音の環境
基準 

（夜間65db） 

８５３km 

二層式 
低騒音舗装 

低騒音舗装よりさら
に路面騒音を抑制 

特に道路交通騒音
対策の必要な箇所
（環状七号線など） 

７４km 
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〔対象区〕 

・千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区 
・渋谷区・新宿区・豊島区・墨田区・江東区 

・文京区・台東区・荒川区 計13区 

ｾﾝﾀｰ･ｺｱ･ｴﾘｱ 
ｾﾝﾀｰ･ｺｱ･ｴﾘｱを 
中心とした重点ｴﾘｱ 
 

2020年大会までの整備状況 
７８％ （106km/136km） 

（平成28年度末） 
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 今後、他の道路施設への予防保全型管理の導入を検討 

導入検討対象施設 

 

 

 

 

 

 

○擁壁・掘割道路の事業費見込み（６０年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

約１，０００億円 

○擁壁・掘割道路（約4,000箇所） 

擁壁（北区） 掘割道路（青梅市） （千代田区） 

保守管理（予防保全型管理の対象施設拡大） ＜Ⅰ＞ 

○門型標識（約150基） ○共同溝（約15km） 

（日野市） 

損傷や劣化が進行する前に適切に対策 
現在、対策が必要な施設は約1,200箇所（全体の約３割） 

○対症療法型 

○予防保全型管理 約  ４００億円 
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損傷や劣化が進行した施設を更新 
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環状七号線 

○対象延長    ５３６ｋｍ（2019年度完了） 
○整備済延長   ５０６ｋｍ（2016年度末） 
 
 

                              地中化率 ９４％ 

 ○都道における整備状況   

交通安全施設（無電柱化の加速策①） ＜Ⅱ＞ 
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環状七号線（第一次緊急輸送道路） センター・コア・エリア 

○対象延長     １０８ｋｍ(2024年度完了） 
○整備済延長     ３１ｋｍ（2016年度末） 
 
 
               地中化率 ２９％ 

センター・コア・エリア 

第３章 今後の方向性 

（2016年度末現在） 



①監理団体の活用拡大 
 
②既存ストック活用の拡大 
 
③電気・通信の供給の技術革新 
 
④面的整備の促進 

①都、監理団体の事業執行力の限界 
 
②コスト・工期が膨大 
 
③区市町村道の整備が進んでいない 

  現行の方法では事業執行力に限界があるため、監理団体、電気・通信事業者（既存ストック活用※

を含む）の活用が必要 

（億円） （既存道路（交通安全施設費）） 

拡大の必要性 

交通安全施設（無電柱化の加速策②） ＜Ⅱ＞ 

現行 将来のあり方 
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37  43  53  61  50  

46 
60 

64 59 71 

66 
58 

57 61 64 
150 

162 
175 181 185 

0

50

100

150

200

2013予算 2014予算 2015予算 2016予算 2017予算 

予算の推移 

建設事務所 

電線管理者 

監理団体 

電気・通信事業者 

※既存ストック活用 ： 事業箇所に電気・通信事業者が所有する管路やマンホール等の施設があり、 
              その既存施設が電線共同溝の一部として活用できる場合に実施する整備手法 
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民間事業者 

（公財） 
東京都 

道路整備 
保全公社 

電気・通信 
事業者 

建設 
事務所 

将来のあり方①監理団体の活用拡大 
  無電柱化事業の加速に向けては、（公財）東京都道路整備保全公社を活用し、発注段階での業務量を
拡大する必要がある。 

・ 計画、マニュアルの策定 
・ 国との調整、情報共有  
・ 建設事務所及び他局への指導、研修の実施        
・ 区市町村に対する支援 
・ 電柱新設の禁止など占用制限 

・ 都民への事業ＰＲ  

都
（本
庁
） 

・設計、施工※１ 

建
設
事
務
所 

役 割 

監
理
団
体 

・設計、施工                           
・電線共同溝の 

 維持管理                  

①監理団体を活用し、発注段階での業務量を拡大 
無
電
柱
化
事
業 

民
間 ・工事 

②事業規模の拡大 

現状 拡大 

都（本庁） 

※２ 既存ストック活用による整備と引込連係管整備を電気・通信事業者へ委託 

交通安全施設（無電柱化の加速策③） ＜Ⅱ＞ 
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電
気 
・ 

通
信
事
業
者 

・設計、施工※２         

※１ センター・コア・エリア内または緊急輸送道路のうち、新設・拡幅整備事業の伴わない 
    現道整備の一部を道路整備保全公社へ委託 
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・ 毎年度の事業量に基づ 
 いた、都との協議によって、  
 職員の定数や採用数等を 
 確定 

将来のあり方①監理団体の活用拡大 

  無電柱化事業を加速度的に推進するためには、監理団体（（公財）東京都道路整備保全公社）の活用
拡大が必要である。監理団体において実施体制を確保をしていくため、柔軟な職員採用・育成等を可能と
する方法を検討 

 ・都として、団体の自主的で柔軟な 
  職員採用・育成等を可能とする方 
  法を検討 

方向性 

・定数の確定時期が遅く、 
 採用活動が遅滞 
・中長期的な人員の採用・ 
 育成が困難  

現 状 
無
電
柱
化
事
業
の
受
託
量
増
加
・加
速
化 

・中長期的な人員を確保し、高い 

 技術力を維持する体制を確保 

（監理団体） 

交通安全施設（無電柱化の加速策④） ＜Ⅱ＞ 
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標準工程７年間 ○無電柱化事業の流れ 

予備設計 
電線共同溝
本体工事 

引込・連係管
工事 

入溝・抜柱 本復旧工事 

将来のあり方②既存ストック活用の拡大  

 電気・通信事業者の既存ストックを活用した整備では、本体工事と引込連系管工事を一括発注すること
ができ、工期短縮が更に期待できるため、積極的に活用していくことが必要。 

 電気・通信事業者の協力を得て、既存ストックを活用した整備を拡大していく。 

都 
単年度工事  
債務負担工事 

監理団体 
 単年度工事 
 債務負担工事 

電気・通信事業者 

（既存ストック活用
の場合） 

 一括発注 
（本体工事及び引込連系管工事の一括発注） 

施工者 本体工事 特徴 

債務負担工事は、複数年度にわたり工事を
実施することで単年度工事に比べ、工期を
短縮することができる。 

債務負担工事は、複数年度にわたり工事を
実施することで単年度工事に比べ、工期を
短縮することができる。 

本体工事と引込連系管工事を一括発注す
ることで工期を短縮することができる。 

工期短縮効果 

小 

小 

大 

（電気・通信事業者施行） 

（電気・通信事業者施行） 

引込連系管工事 

交通安全施設（無電柱化の加速策⑤） ＜Ⅱ＞ 
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詳細設計 
支障移設

工事 
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将来のあり方③電気・通信の供給の技術革新 

 都が標準としている電線共同溝方式による無電柱化では、整備費用が１ｋｍあたり道路管理者負担 

額３．５億円、電気・通信事業者負担額１．８億円と高コスト 

 都が主体となり電気・通信事業者と連携しコスト削減への方策を検討 

 製品メーカー等の企業による技術イノベーションを促すことで、コストの縮減を進める 

（国土交通省調べ） 

【電線共同溝方式における費用負担割合】 

     ①新方式の検討 

     ②現行規定の見直し 

     ③浅層化の適用 

     ④地上機器のコンパクト化の検討   等 

企業の技術イノベーションによる低コスト化の例 

交通安全施設（無電柱化の加速策⑥） ＜Ⅱ＞ 
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交通安全施設（無電柱化の加速策⑦） ＜Ⅱ＞ 
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管路が曲がるため、埋設物を 
容易に避けることができる。 

 東京都無電柱化低コスト技術検討会の設置   

②現行規定の見直し 
 新たな管路材料の採用 

【材料費の削減・施工性の向上】 

①新方式の検討 
特殊部の小型化 

【土工の減少、支障移設の回避等】 

1500 

400 

小型化 

(単位：㎜) 

 

特殊部を小型化することで、 
材料費と土工の縮減を図る。 

③浅層化の適用 
管路を浅く埋める 

【土工の減少】 

車道（交通量の少ない生活道路の例） 
（舗装厚50cmの場合を想定） 

※国土交通省資料より 

コスト縮減に向け、都が東京電力、ＮＴＴなどと連携・協力し、 
検討を開始 

 企業による技術イノベーション 

開発中 

さらなる 
検討の 
方向性 

④東京電力による地上機器の 
   コンパクト化の検討 

将来のあり方③電気・通信の供給の技術革新 

 

現行 
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将来のあり方④面的整備の促進 
   都道のみならず接続する生活道路の無電柱化を進めて防災性の向上等を図るため、区市町村に対し
て財政・技術支援を拡充し、面的整備を促進    

これまでの取組事例 今後の取組：財政・技術支援による無電柱化促進 

ﾀﾜｰﾋﾞｭｰ通り 

① 

 区が実施する街づくりに合わせた区道の無電柱化を支援

し、面的整備を促進 

 無電柱化の成功事例をつくり、区市町村間の競争

と気運の醸成を促し、都内全域で無電柱化を推進 

【2017年度の状況】 

         （申請） １１区６市 

         （取組） 計画策定、路線調査等 

         （検討箇所） 商店街（巣鴨地蔵通り等）、観光地等 

交通安全施設（無電柱化の加速策⑧） ＜Ⅱ＞ 
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◎スカイツリー周辺における面的整備の事例（墨田区） 

① ② 

③ 

② 

③ 

④ 

④ 

財
政
支
援 

技
術
支
援 

〇無電柱化推進計

画の策定 

 〇チャレンジ路線

での無電柱化 

 ※路線要件（歩道

がない狭い道路） 

 ※取組（低コスト手

法の導入など） 

都費補助１００％など 

区市町村主催の技術

検討会へ参加し技術

支援の実施 

◎無電柱化チャレンジ支援事業制度 

内  容 補助対象 
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○都市再生特別措置法 

 ・対象となる道路 

   環状第二号線（新虎通り）  

 ・設置物件 

   食事施設、購買施設等で、道路利用者の 

   利便の増進に資するもの 

 ・占用主体 

   一般社団法人新虎通りエリアマネジメント 環状第二号線に設置された 
オープンカフェ 

○国家戦略特別区域法 

 ・対象となる道路 

   行幸通り等（東京駅丸の内口周辺）  

   新宿副都心四号街路等（新宿） 

 ・設置物件 

   催しのために設けられ、道路利用者の 

   利便増進に資するもの 

     ・ 広告塔、ベンチ、街灯等の工作物 

     ・ 露店、商品置場等の施設 

     ・ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 

 ・占用主体 

    大丸有エリアマネジメント協議会（東京駅丸の内口周辺）  

    一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会（新宿）  

国家戦略特区イベント（行幸通り） 

法手続きと運用（規制緩和）＜Ⅲ＞ 

（占用許可の特例を活用した規制緩和） 
  まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設を設置をする場合については、都市再生特別
措置法や国家戦略特別区域法に基づき道路占用許可の特例を活用した占用許可を積極的に行っていく。 

〇オープンカフェや各種イベン
ト実施によるまちのにぎわい
創出や道路利用者の利便増
進効果 

 

〇美化活動等による良好な沿
道環境の維持 

 

○新規占用料の徴収 

  
<占用料の算出例> 

  （例）露店、商品置場 

    占用料＝単価370円× 占用面積（㎡） 

         ×日数× 1/10 ※ 

  ※占用料の減免 

     占用主体が道路維持管理への協力を 

     行う場合、10分の9を減免。 
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○ 道路工事調整会議における調整及び管理の徹底 
 
 
○ 車線規制による工事渋滞が最小限となる非開削工法（シールド工法や内面被覆工法等）による工事の促進 

  ２０２０年東京大会に向けインフラ関連などの路上工事が増加傾向にある中、さらなる路上工事の抑制・ 
平準化に向けた取組みを進める 

占
用
企
業
者
工
事 

道
路
管
理
者
工
事 

○ 工期が12か月未満の工事における債務負担行為の設定 

○ ゼロ都債の積極的な活用 

工期が１２か月未満の工事であっ
ても、年度をまたいだ工期設定を
可能とすることで、工事の分散化
を図り、より一層の平準化をすす
める。 

法手続きと運用（路上工事の平準化）＜Ⅲ＞ 
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12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

通常
発注

発
注

債務負担
による

工事発注

発
注

ゼロ都債
による

工事発注

発
注

工　　事　　期　　間

工　　事　　期　　間

　　　工　　事　　　期　　間

２０１６年度 ２０１７年度

前年度末（予算はゼロ）に発注す
ることで、工事の少ない年度当初
に施工が可能となり、切れ目のな
い事業展開により、平準化をすす
める。 

第３章 今後の方向性 



技術革新（ＩＣＴを活用した道路維持管理） ＜Ⅰ、Ⅳ＞ 

 維持管理業務のＩＣＴ化による省人化・合理化を図る取組を検討していく 

道路施設台帳の３Ｄ化 

・ 設計における測量業務の削減 

・ 施設状況を正確に把握でき、都民 から 

   の問合せに対して迅速な対応 が可能 

・ 建築限界など高さ方向の現況を正確に  

   把握でき、施工計画等に活用 

 ドローンの活用 

・危険箇所などの点検が可能 

・点検時間の短縮化 

・設計における測量業務の削減 

・精度向上 

 取 組  効 果  導入に向けた検討状況 

＜今年度＞Fix My Streetなどのア 
プリやシステムについて、効果や課
題の比較検証 

＜次年度以降＞他都市の状況把握
をした上で、都の実情に合った効果
的な導入を検討し実証実験 
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ICTを活用した住民協働
による道路状況確認 

・道路維持管理における住民協働を推進 

・３日に１回の頻度の道路巡回に加えて、    

   道路状況を把握 

＜今年度＞他都市事例や活用手法
の調査 
＜次年度以降＞現道での計測を 
試行・ 効果検証 

＜今年度＞ドローンの飛行性能の
確認結果を元に計測精度の検証、
定期点検への活用を検討 

＜次年度以降＞効果的な活用手法
を検討し試行実施 

第３章 今後の方向性 


